
9 －次号は11月25日（月）配布開始－

施
設
別
施 設 名 称（ 所 在 地 ）

測定日（10／２～７日）
測定値

（地上50㎝）
測定値
（地上1m）

１伊奈第１（山王新田） 0.09 0.08
２伊奈第２（小張） 0.08 0.08
３伊奈第３（長渡呂新田） 0.07 0.08
４伊奈第４（狸穴） 0.09 0.09
５谷和原第１（仁左衛門新田） 0.09 0.09
６谷和原第２保育所
　谷和原幼稚園（上小目）

0.12 0.11

７すみれ（下島） 0.08 0.08
８わかくさ（板橋） 0.08 0.08

小
学
校

９小張（小張） 0.10 0.11
10豊（豊体） 0.12 0.11
11谷井田（谷井田） 0.11 0.09
12三島（下島） 0.10 0.10
13東（足高） 0.09 0.10
14板橋（板橋） 0.12 0.10
15谷原（加藤） 0.10 0.10
16十和（上長沼） 0.10 0.10
17福岡（福岡） 0.09 0.09
18小絹（小絹） 0.09 0.09

中
学
校

19伊奈（市野深） 0.10 0.10
20伊奈東（南太田） 0.14 0.13
21谷和原（古川） 0.10 0.11
22小絹（絹の台） 0.10 0.10

保　

育　

所

保
育
所

幼
稚
園
幼
稚
園

地
区
別

施  設  名  称
測定日（10／２～７日）
測定値

（地上50㎝）
測定値
（地上1m）

小
張

23総合運動公園 0.11 0.10
24常総アイデンティグラウンド 0.06 0.06
25消防団第１分団器具置場 0.17 0.14

豊

26伊奈庁舎 0.09 0.09
27県立伊奈高等学校 0.07 0.07
28県立伊奈特別支援学校 0.10 0.11
29青木コミプラ 0.17 0.15
30豊南部地区処理場 0.14 0.13

谷
井
田

31谷井田コミュニティセンター 0.14 0.14
32中平柳地先 0.12 0.13
33間宮林蔵記念館 0.23 0.21

三
島

34山王新田農村公園 0.17 0.16
35中島公民館 0.10 0.11
36消防団第４分団器具置場 0.14 0.14

東
37浅間神社 0.16 0.13
38さるまい自然公園 0.18 0.16

板
橋

39勘兵衛新田児童公園 0.11 0.11
40きらくやまふれあいの丘 0.17 0.16
41歴史公園 0.19 0.17
42高岡・狸穴処理場 0.16 0.14
43板橋コミュニティセンター 0.13 0.11
44消防団第６分団器具置場 0.17 0.15

谷
原

45谷和原庁舎 0.15 0.14
46下小目処理場 0.17 0.15
47上小目中継ポンプ場 0.17 0.15

十
和

48谷和原公民館十和分館 0.13 0.11
49城山運動公園 0.12 0.12
50樛木農村公園 0.13 0.13
51真木集落改善センター 0.11 0.10

福
岡

52谷和原公民館福岡分館 0.12 0.12
53福岡堰さくら公園 0.12 0.12
54消防本部東部出張所 0.12 0.12

小
絹

55小絹コミュニティセンター 0.16 0.13
56西ノ台桜の公園 0.17 0.17
57小絹児童クラブ
　（ふれあいセンター内）

0.14 0.13

58絹の台桜公園 0.12 0.12
59細代新農村集落センター 0.14 0.12
60古民家松本邸 0.19 0.17
61絹ふたば文化幼稚園 0.07 0.07
62ピジョンランド常総保育園 0.10 0.09
63ちびっこハウスエンジェル 0.13 0.12

み
ら
い
平

64みらい平ふたばランド
　 幼稚園・保育園

0.08 0.08

65あい保育園富士見ヶ丘 0.09 0.09
65ちょうちょう公園 0.13 0.12
66石の公園 0.09 0.10
67てんとうむし公園 0.11 0.12

単位：毎時マイクロシーベルト
各施設放射線量率測定結果

※２月より第１月曜日週のみ、測定を実施しています。

　

復
興
庁
が
実
施
し
た
「
被
災
者
生

活
支
援
等
施
策
の
推
進
に
関
す
る
基

本
的
な
方
針（
案
）」の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

コ
メ
ン
ト
（
意
見
募
集
）
に
関
し
て
、

本
市
の
意
見
を
提
出
し
ま
し
た
。

　
「
被
災
者
生
活
支
援
等
施
策
の
推

進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
案
）」

の
中
で
、『
20
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
下

回
る
が
相
当
な
線
量
が
広
が
っ
て
い

た
地
域
に
お
い
て
は
、
居
住
者
等
に

特
に
強
い
健
康
不
安
が
生
じ
た
と
言

え
、
地
域
の
社
会
的
・
経
済
的
一
体

性
等
も
踏
ま
え
、
当
該
地
域
で
は
、

支
援
施
策
を
網
羅
的
に
行
う
べ
き
も

の
と
考
え
ら
れ
る
』
と
記
載
、
さ
ら

に
「
東
京
電
力
原
子
力
事
故
に
よ
り

被
災
し
た
子
ど
も
を
は
じ
め
と
す
る

住
民
等
の
生
活
を
守
り
支
え
る
た
め

の
被
災
者
の
生
活
支
援
等
に
関
す
る

施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
第
1

条
に
お
い
て
、『
当
該
放
射
性
物
質
に

よ
る
放
射
線
が
人
の
健
康
に
及
ぼ
す

危
険
に
つ
い
て
科
学
的
に
十
分
解
明

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
等
の
た
め
、
一

定
の
基
準
以
上
の
放
射
線
量
が
測
定

さ
れ
る
地
域
に
居
住
し
、
又
は
居
住

し
て
い
た
者
及
び
政
府
に
よ
る
避
難

に
係
る
指
示
に
よ
り
避
難
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
る
者
並
び
に
こ
れ
ら
の

者
に
準
ず
る
者
（
以
下
「
被
災
者
」

と
い
う
。）』
と
定
義
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
こ
れ
ま
で
、
国
が
進
め

て
き
た
放
射
能
汚
染
対
策
の
一
定
の

基
準
に
基
づ
き
、
汚
染
状
況
重
点
調

査
地
域
の
指
定
を
受
け
た
市
町
村
を

「
支
援
対
象
地
域
」
と
指
定
す
べ
き

と
考
え
る
。

■
提
出
し
た
意
見
（
原
文
）

復興庁に対し意見提出


